
決裁伺書 20125-1362 

（決裁族裁
（処理期限） （決裁区分） 「ヨミ・ 長

年 月 日~25.3.-7 

工ヌ （起案日） （取扱区分） 電子メール送信
平成25年 3月 5日T類）

（施行日） （保存期間） ヲ｜継 平成26年4月

(0中6) （小00) 年 月 日 3年 廃棄 平成28年4月

（公印使用） （起案者） TEL 6110 

不要 所属秘ヨi丹広報課広報戦略職氏名主事 赤木一浩

,.. 広報戦略室長（事-""'- ~1-9＇－審i 課員
（報道・メデ

等！
略）

⑧）⑮ 
零｝

,.. 
（標題）

IT調達協議書の提出について

（伺し、）

このことについて、別案 1、2のとおり提出してよろしいか。

~『

昌 崎 県
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総合政策部長殿

年度

主管課・室

新規 or更新

調達方法（予定）

契約の相手方
（随契の場合）

公告予定日

契約予定日

事業完了予定日

予算額

L安｜）

IT調達協議書

様式2

20125-1352 -I 
平成25年3月日

総合政策部長
（秘書広報課広報戦略室）

25 ｜事業名｜ 県ホームページ情報掲載システム保守管理業務

秘書広報課 広報戦略室 ｜ 担当者 ｜赤木 ｜ 内線 I 611 o 

1 .新規

1 .入札 2. 入札（WT0) 3. 企画提案競争（コンペ）
5. その他（

／ 

株式会社 MJG 

平成年月日

平成25年 4月

平成26年

2. 000, 000 

（事業概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA）の保守管理業務

（システム概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA) ・・・ホームページ作成の専門知識

調達内容 ｜がなくても、ホームページのひな形を利用してページを作成することができる。
， また、各課の担当者が作成したページを秘書広報課：で集中管理することで、

（事業概要と調達｜ホームページ閲覧者に配慮した統一感のあるホーム 込ジを提供することができ
システムの概要） ｜る ／＼ 

懸案事項等

（更新の場合は、
現システムの
課題を記述）

備考

初段ゅよ完

平成17年4月に株式会社彼方製システム「ALAYAJを基に構築した県ホームページ
情報掲載システムを導入。県内におけるシステムの取扱店が株式会社MJCのみで
あったため、当該業者がシステムの構築を担当した。
当該業者が県ホームページ情報掲載システムの管理運営に必要となる技術・知識を
有しているため、他の業者に委託した場合に比べ、迅速かつ的確な対応を行うこ
とができることから、現在まで随意契約をしている。



御見積書

宮崎県知事河野俊嗣 殿

下記のとおり御見積申し上げます。

業務名

ホームページ情報掲載システム・システム保守

金額 ¥1,903,200- （税抜／年額）

見積書有効期限 作成日より1ヶ月

,.. 
内 ，τL::’ 

谷 数量

※県庁ホームページ情報掲載システム

1 Iシステム保守

①ALAYA インストールタイア

②ALAYA コンテンツ一括登録マネーシごヤ

③運用サポート

山
一
日
一
日

仁叶Lう年抗見特；〉

GB13-9779-00 

株式会社M J Cバ：；：－・ ~： ~L~＿♂、

代表取締役川崎製jだ’品＇：
宮崎市霧島2丁目8保持ご宮！
TEL （側5)25-82~壁迄；JI@J

彼方特別値引

※保守対象システム

①A LAYA インストールタイプ

②A LAYA コンテンツ一括登録マネージャ

,,. I I ※保守の範囲

①プログラム更新情報の提供

②パッチプログラムの提供（年間 2回を目処）

③貴庁からの技術Q&A対応。 （月間 2回を目処）

④サポートはメールでの対応を原則といたしますが、

緊急時は弊社営業日g:oo～17:00の電話対応をいたします。

尚、顧客直接のサポートを要する場合は、

別途費用が発生いたします。

ご提供価格

合計 ハU
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業務委託契約書

宮崎県寸主人「「甲Jとしづ。）と株式会社 宮崎情報処理センタフ’（以下「乙j としづ。）

とは、県ホームページ情報掲載システム保守管理業務の委託について、次のとおり契約を締

結する。

（目的）

第1条 甲は、県ホームページ情報掲載システム保守管理業務（以下「委託業務Jとしづ。）

を乙に委託し、乙は これを受託するものとする。

（委託期間） ／ 

第2条 委託業務の委託期間（以下「委託期間Jとしづ。）は、平成24年4月 1日から平

成 25年3月31日までとする。

（委託料） ／ 

F第3条委託業務の委託料（以下

委託料 金 1, 

「委託料Jという。／は、次のとおりとするそ

903, 20 0円 〈 月 額 金 158, 60'0円）

消費税及び地方消費税金

合計 金 1, 

9 5 1 6向（月額金 7, 930fEJJ/ 

9 9 8, 3 6 0 ~（月額金 1 6 6, 5 3 O~ ） 
（契約保証金）

1爾鞠条 契約

託業務の処理方法）

乙は、委託業務を甲が別に定める（別添）業務処理要領（以下「要領Jとしづ。）

や甲の指示に従って処理しなければならない。

再委託の禁止）

第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。

（権利の譲渡等の禁止）

’‘一－第 7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせては

立与邑ならない。

（実地調査等）

8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（成果報告書の提出）

第9条 /C球、 1月分の委託業務の成果に関する報告書（以下「成果報告書Jとしづ。）を

翌月わ5同点でに甲に提出しなければならない。 ／ 

2 甲はです我果報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通

知するものとする。

3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその

指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この規定による補正につい

て準用する。

4 第2項（前項後段において準用する場合を含む。）の検査及び前項前段の補正に要する

費用は、乙の負担－とす；る伝：：・・‘ 3・
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（委託料の請求及び支払）

第 10条 乙は、甲から前条第2項（同条第3項後ヂにおいて準用する場合を含む。）の規

定による合格の旨の通知があったときは、当月分の委託料の支払請求書を甲に提出するも

のとする。

2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して 30日

以内に乙に委託料を支払うものとする。

（契約の解除）

第 11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

J きる。

( 1 ) 乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。

2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責

めを負わないものとする。

（損害賠償）
a、

第 12条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その

損害を賠償しなければならない。

2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。

（秘密の保持）

第 13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（個人情報の保護）

第 14条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取

扱特記事項を遵守しなければならない。

（費用の負担）

第 15条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。

（協議） 、
第 16条 この契約に定める事項について疑義が生．じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、甲乙協議の上、定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有す

るものとする。

平成 24年4月 1日

甲宮崎県

宮崎県知事 河野

乙
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業務処理要領

( 1 ）告さ芝Z必盤能追加アロg主及びセキュ！L2二：｛＿対策用ヱロ乏乏企の適用住業

( 2）クヌーテぷの障害発生時に、総合政策部秘書広報課又は宮崎中央データセンターへ

2時間以内での早急な復旧並びに 3日以内での原因の調査及び分析

( 3）システム管理に関する相談への対応及び技術的サポート

(4）職員に対するシステム研修時のサポート

( 5 ）その他、甲乙協議の上、必要と認められる事項

画 、 』
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Jjlj記

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第 1 乙は、個人情報（個人に関する情報で、あって、特定の個人を識別することができるも

の（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。）をしづ。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、

個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

（秘密等の保持）

第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。こ

の契約が終了し、又は解除された後も同様とする。

（収集の制限）

第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、

利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かっ適正な方法により収集しなければな

らない。

2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以

外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、

あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。

（目的外利用及び提供の禁止）

第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的の

ために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあ

らかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。

（適正管理）

第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の

防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（複写又は複製の禁止）

第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を

複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限り

でない。

（資料の返還等）

第 7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは

作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、

又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該

個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うもの

とする。

（従事者への周知）

第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても

、

第！



当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は 不当な目的に利用し

ではならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。

（事故報告）

第 9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知った

るも！ ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
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総合政策部長殿

様式2

20125-1362 -2. 
平成25年3月日

総合政策部長
（秘書広報課広報戦略室）
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県ホームページ運用管理・作成支

担当者 ｜赤木 ｜ 内線 6110・－

年度

主管課・室

新規 or更新

調達方法（予定）

契約の相手方
（随契の場合）

,.. I 公告予定日

契約予定日

事業完了予定日

予算額

3. 企画提案競争（コンペ） 4. 随契
5. 

株式会社 MJC 

平成25年 4月 日

平成25年

平成26年

8, 127, 00 0円

（事業概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA）を使用した県ホームページの運用管

理及び作成支援業務（ホームページヘルプデスク業務）
／ 

（調達概要）
Webページを作成するための言語で、ある「XHTML1.1」、 「CSS2.0」、日本工業規

1格「JISX 8341-3高齢者・諸外車等配慮指針ー情報通信1－おける機器、ソフト
（事業概要と調達｜ウエア及びサービスー第3部：ウエブコンテンツ」及び屯崎県ホームページ、

システムの概要） ｜リアフリー化のための手引書Jを十分理解し、ユーザビリティ及びアクセシビリ
ティに配慮したホームページの作成ができること。ノ／

画像等のデザイン及び作成・編集ができること。／

調達内容

,. 
懸案事項等

（更新の場合は、
現システムの
課題を記述）

備考
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業務委託契約書

J という。）とスパークジャパン株式会社

（以下「乙Jという。）とは、県ホームページ運用管理・作成支援業務の委託

について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第 1条 甲は、県ホームページ運用管理・作成支援業務（以下「委託業務j と

いう。）を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。

（委託期間）

第 2条 委託業務の委託期間は、地方自治法（昭和 22年法律第67号）第234

条の 3の規定に基づく長期継続契約として行う．ものぞあ－－りょ委託業務の委託期

間（以下「委託期間Jという。）は、／平成 24年 6月 L日から平成 25年 5

月 31日までとする。 －～一一…一～一一－三一一一－一 一
（委託料）

、 令 ーー.~ ..... ... 

－一一

宇訂正

第 3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地ア税額（以下！委託料等J/
としづ。）は、次のとおりとする。

委 託料金2 988 00 0円（月額金 249, 00 0円）

消費税及び地方消費税額 金 149, 40 0円必冗額 金 12,450円）／

合 計金3' 1 3 7' 4 0 ON （月復．金 261, 450円）〆

（契約保証金） ~ /' / • /. I 

第 4条契約保証金は、免除〆る。

（委託業務の処理方法）

第 5条 乙は、委託業務を甲が別に定める県ホームページ運用管理・作成支援

業多生壁主（以下「仕様書J という。）及び甲の指示に従って行わなければ

,,.. ならない。 ／ 

（再委託の禁止） ／ 

第 6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。（＼

（権利の譲渡等の禁止）

第 7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き

受けさせてはならない。

（実地調査等）

第 8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使

途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができ

る。

（成果報告書の提出） ／ 
第 9条 乙は、仕様書の定めにより毎月の成果報告書を作成し、甲に提出しな

ければならない。



2 甲は、成果報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格

の旨を乙に通知するものとする。

3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する

期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前 2項の規定は、

この規定による補正について準用する。

4 第 2項（前項後段において準用する場合を含む。）の検査及び前項前段の

補正に要する費用は、乙の負担とする。

（委託料の請求及び支払）／

第 10条 乙は、甲から前条第 2項（同条第 3項後段において準用する場合を

含む。）の規定による合格の旨の通知があったときは、別表に定める業務月

．の委託料の支払請求書を甲に提出するものとする。

2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起

算して 3a・日ラ内に乙に委託料を支払うものとする。 a、
（契約の解除） 仁

第 11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。

( 1 ）乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。

( 2 ）乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。

甲は、翌年度以降に係る甲の歳出予算におけるこの契約の契約金

て減額又は削除が行われた場合には、この契約を解除するものとする。

3 甲は、前 2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害について

は、その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 12条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。

2 乙は委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは その損害をで

賠償しなければならない。

（秘密の保持）

第 13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならな

し、。

（個人情報の保護）

第 14条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別

記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。

（著作権）

第 15条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害してはな

らない。

2 乙は、甲から第 9条第 2項の検査（同条第 3項後段において準用する場合

を含む。）に合格した旨の通知を受けた日をもって成果報告書の著作権（著



、s

r 

,.. 

作権法（昭和 45年法律第 48号）第 21条から第 28条までに規定する権

利をいう。）を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権（著作権法第 18条

第 1項、第 19条第 1項及び第 20条第 1項に規定する権利をいう。）を主

張しないものとする。ただし、成果報告書の全部又は一部に乙が既に著作権

を有するものが含まれる場合には、その旨を事前に甲に通知し、当該著作権

の取扱いについては、甲乙協議の上、定めるものとする。

3 成果報告書に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、乙は、直

ちにこれを甲に報告しミ乙の責任と費用負担において解決するものとする。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に

定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書 2通を作成し、

1通を保有するものとする。

甲乙記名押印の上、各自

甲

乙

宮崎県

宮崎県知事 河野
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（見lj表）

業務月 委託料

平成24年 6月 261, 450円

平成24年 7月 261, 45・0円

平成24年 8月 261, 450円

平成24年 9月 261, 450円

平成24年 10月 261, 450円

平成24年 1・1月 261, 450円

平成24年 12月 261, 450円

平成25年 1月 261, .450円

平成25年 2月 261, 450円

平成25年 3月 261, 450円

平成25年 4月／ 261, 450円

平成25年 5月／ 261, 450円
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見tJ記

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第1 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、委託業務の処理

に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わ

なければならない。

（秘密等の保持）

第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。

（目的外利用及び提供の禁止）

第3 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目

的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、

又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。

（適正管理）

4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき

損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（複写又は複製の禁止）

第5 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料

等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、

この限りでない。

~ J「 （資料の返還等）

第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若し

くは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、

引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等

は、確実に当該個人情報を消去する。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に

従うものとする。

（従事者への周知）

第7 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後におい

ても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければな

らない。

（事故報告）

第8 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知

ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。



県ホームページ運用管理店作成支援業務仕様書

1 業務概要

県ホームページ情報掲載システム（以下「掲載システムJという。）を使用した県ホームページ

の運用管理及び作成支援（ただし、掲載システムを使用しない場合にも対応できること。）

各課からの掲載システムを使用したホームページの作成等に関する問い合わせへの対応（ヘル

プデスク業務）

掲載システムの操作研修業務

2 委託期間

／平成24年6月 1日から平成25年5月31日まで 、
（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3による長期継続契約）

3 委託条件・

( 1 ) 受託業者は、委託期間のうち、県庁の開庁している期間（宮崎県の休日を定める条例

年条例第 22号）に定める休日を除く。）について、契約書及びこの仕様書に定めると

り、適切に事務を処理すること。

(2) bページを作成するための言語で

高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器、ソフトウェア及びサービスー

ウェブコンテンツJ及び「宮崎県ホームページバリアフリー化のための手引書Jを十分理解し、．

ユーザ、ピリティ及びアクセシピリティに配慮、したホームページの作成ができること。

(3) 県ホームページ全体の管理用ソフトウェア（AdobeCreative S山 e5WEB PREM酬は秘書店吋

課広報戦略室で準備しであるため、管理用ソフトウェアを使用したホームページや画像等のデ

ザイン及び作成・編集ができること。

(4) 受託業者は、落札日の翌日から平成24年5月31日までの聞に、秘書広報課広報戦略室から

県ホームページ及び情報掲載システムについての研修等を受け、委託業務開始日からの業務に

遺漏なきょう努めること。

( 5) MicrosoftExcel等を使用した日常業務の管理・点検を行い、契約書の定めるところにより作業

報告書を作成し、提出すること。

( 6) 業務の遂行に当たっては、職員の適切な配置等、責任を持って体制整備を行い、ホームページ

の運用管理に支障をきたすことのないよう、十分に留意すること。



4 委託内容
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( 1 ) 各課が掲載システム等を使用して作成し、提出したホームページの技術的な確認・修正（掲載

システム上の「調整J及び「承認J）並びに公開作業及び不要なホームページの削除

(2) リンク切れ等の不具合が発生しているホームページの修正作業

( 3) 掲載システム導入以前に掲載したホームページのシステムへの取り込み作業

(4) 掲載システムで使用するページテンプレート等の新規作成支援

(5) ホームページで使用する画像等の新規作成支援

( 6) 各課からのホームページ作成に関する相談、問い合わせへの助言及び操作補助

(7) 職員に対する「掲載システムJを利用した研修の実施。（研修は 1日3時間程度・受講者20名

程度を 1固として 委託期間中に 5回実施すること。 講師は、研修を行う「メイン講師J・受

講者に対する補助を行う「サブ講師Jの計2名とすること。研修内容（マニュアルの印刷製本

等は秘書広報課広報戦略室で行う。）及び実施日程は、秘書広報課広報戦略室と協議を行うこ

と。）

5 成果報告書 ／ ，， 
ー． 

し

( 1) 「県ホームページ情報掲載システムJについて

－製品名：彼方コンテンツマネジメントシステム（CMS)/ALAYA （アラヤ）

・販売元：彼方株式会社

( 2) 「宮崎県ホームページJについて

．総ページ数：約 25,000ページ

（うち、掲載システム分：約 15,000ページ）

・カテゴリ数：大カテゴリ： 7

（暮らし、健康・福祉、雇用・産業、教育・文化、社会基盤、県政情報、災害情報）

小カテゴリ： 52

・出先機関等：県警察本部、県議会、企業局、病院局、選挙管理委員会、西臼杵支庁、

県土整備部、消費生活センターなど

・コンテンツ：知事室へょうこそ「こんにちは。河野ですJ、チャレンジサイトみやざき、

ふるさと宮崎応援サイト、県職員採用案内 など

その他、詳細については、別紙「『宮崎県ホームページ』概要説明Jのとおり



各部局長殿

IT調達の適正化について（通知）

20170-,-1026 

平成 22年 4月 15f3 

県民政策部長

このことについては、平成 17年度からの試行並びに平成 19{f皮からの木運用の結果、 5年

間で約 25億円の経費が削減されたところですが、平成 21年度までの成巣と課題を踏まえ、平

成 21年度第 3阿宮崎県 IT推進本部会議（平成 22年 3月8日開催）において、更なる IT調達

の適正化を図ることを決定しました。

また、 IT調達関述予算の適正執行については、総務部長からも「平成 22年度予算の執行に

ついてJ（平成 22年4月 l日付け 215-1）で通知されています。

,.. つきましては、協議等の手続を下記のとおり取り扱うこととしたので、宮崎県行政ti'l報化総

,. 

合調整規程（平成 19年訓令 8号）第 5条の規定により通知します。

言己

1 運用の対象範l瑚
情報システムの構築、改修及び運用・保守に係る経費（通年ベース）で次に掲げるもの

(1）委託料 100万円以上

(2）使用料及び賃借料 80万円以上

(3）工事前負抗’ 250万円以上

(4）備品購入狩 160万円以上

(5）その他 IT調達に係る費用（役務費等） 100万円以上

2 予算執行に係る IT調達手続き

(1) 「予算執行計画書J（様式 1）の提出

提出時期 4月末日まで（ただし、各年度第 l四半期調達分については、別途通知する）

(2) fJT調達協議書J（様式 2）の提出

提出時期！ 予算執行伺起案の 60日前まで

(3) 「調達結果報告書J（様式 3）の提出

提tfi時期 完了（納品確認・検収実施）後 14日以内

※ 別紙「情報政策課への協議等について（事務処理フロー）Jを参照

3 その他

r r汀調達の標準化jの木運用についてJ（平成 19年 3月 291::1付け 22470-1749)

は廃止する。

（文書取扱情報政策課）

提ll¥先 IT調達支援担当

井上、田代

電話 0985-26・7046（直通）

内線 2294、2298



決 裁 伺 三巨ヨ主 20060-1458 

（処理期限） ｜（決裁区分） 課長

年 月 日

（起案日） 電子メール送信

平成24年 1月 13日

文＆書~分（類中00γ）－（小00) （施行日） （保存期間） 引継 平成25年4月

年 月 日 3年 廃棄 平成27年4月

（公印使用） （起案者） TEL 6110 

不要 所属秘書広報課 職氏名主事 近藤享

,. 硲書広帯~＇
課長 連雲／

臨書広報

課長補佐

広報担当iうj乏＼
リ－r－ 場

課員

広報企阿

監 や i

＼ο 

,.. 
（標題）

IT調達協議書の提出について

（伺し、）

このことについて、別案 1' 2のとおり提出してよろしいか。

宮 崎 県
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県民政策部長殿

年度

主管課・室

新規 or更新

調達方法（予定）

契約の相手方
（随契の場合）

公告予定日

契約予定日

事業完了予定日

予算額

調達内容

（事業概要と調達
システムの概要）

懸案事項等

（更新の場合は、
現システムの
課題を記述）

備考

( T I、

IT調達協議書

様式2

文書番号
平成24年2月，7日

県民政策部長
（秘書広報課）

24 ｜事業名 県ホームページ情報掲載システム保守管理業務

秘書広報課

1 .新規②．更新

担当者 ｜近藤 ｜ 内線 I 6110 

1 .入札 2. 入札（WT0) 3. 企画提案競争（コンペ） ⑪．随契
5. その他（ ） ／ 

株式会社 宮崎情報処理センター

平成年月日

平成24年 4月 1日／

平成25年 3月 31日 ／ 

2,000,000円

（事業概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA）の保守管理業務

（システム概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA)

…ホームページ作成の専門知識がなくても、ホームページのひな形を利用して、
ページを作成することができる。

また、各課の担当者が作成したページを秘書広報課で集中管理することで、
ホームページ閲覧者に配慮した統一感のあるホームページを提供することができ
る。

平成17年4月に株式会社彼方製システム「ALAYA」を元に構築した県ホームページ
情報掲載システムを導入。県内におけるシステムの取扱店が株式会社宮崎情報処
理センターのみであったため、当該業者がシステムの構築を担当した。
当該業者が県ホームページ情報掲載システムの管理運営に必要となる技術・知識
を有しているため、他の業者に委託した場合に比べて、迅速かつ的確な対応を行
うことができることから、現在まで随意契約をしている。

／ 

※太線枠内を記入。必要により関係書類を添付すること。

実l
u対管E



業務委託契約書

（目的）

！第1条 甲は、県ホームペ｝ジ情報掲載システム保守管理業務（以下「委託業務Jという。）

、乙は、これを受託するものとする。

務の委託期間（以．

3 yffまでとす払 ／ 

P ；第3条仙委託業務の委託料（以下「委託料Jという。）は、次のとおりとする。

委託料 金 l, 903, 20 0円／（月額金15 8' 6 0 0円）

消費税及び地方消費税金 95, 160円‘（月額金 7' 9 3 0円）

合計 金 1'/9 9 8/. 3 6 0 Br'＜月額金166, 530円ν
！ （契約保証金） ン ’ ／ ／ 

；第4条契約保証金は、免除す託 ‘ 

（委託業務の処理方法）

第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める（別添）業務処理要領（以下「要領Jという。）

及び甲の指示に従って処理しなければならない。

（再委託の禁止） ／ 

第為条 乙は、委託業務を第三者に再委託してほならない。

立権利の譲渡等の禁止）

条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせては

ならない。

（実地調査等）

第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（成果報告書の提IJJ)/ 

－第9条 乙は、 1月分の委託業務の成果に関する報告書（以下「成果報告書j という。）を

翌月の立正孝でに甲に提出しなければならない。

2 甲は、成果報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通

知するものとする。

;3 乙は、前項の規定による不合格の．旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその

指示に従いこれを補正しなければならないσ前2項の規定は、この規定による補正につい

て準用する。 ： ， － 

'. 4 第2項（前項後；段において準用する場合を含む。）の検査及び前項前段の補正に要する

！ 費用は、乙の負担とする。

知事



（委託料の請求及び支払）／

第 10条 乙は、甲から前請さ第2項（同条第3項後段において準用する場合を含む。）

定による合格の旨の通知があったときは、当月分の委託料の支払請求書を甲に提出す

のとする。

2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算L玄3

以内に乙に委託料を支払うものとする。

（契約の解除）

第 11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

きる。

( 1 ) 乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。

前項の規定に

めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 12条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その

損害を賠償しなければならない。

2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。

（秘密の保持）

第 13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 14条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。

（協議）

5条この契約に

については、甲乙協議の上、定めるものとする。

約の成立を証するため、本書2通を作成1

るものとする。

平成23年 4月 j日／

甲

乙

宮崎県

宮崎県知事

事

長



業務処理要タ／

ー

( 1）システムの機能追加プログラム及びセキュリティ対策用プログラムの適用作業

(2）システムの障害発生時に、県民政策部秘書広報課又は宮崎中央データセンターへ

2時間以内での早急な復旧並びに3日以内での原因の調査及び分析

(3）システム管理に関する相談への対応及び技術的サポート

(4）職員に対するシステム研修時のサポート

(5）その他、甲乙協議の上、必要と認められる事項
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御見積書

宮崎県知事河野俊嗣 殿

下記のとおり御見積申し上げます。

業務名

ホームページ情報掲載システム・システム保守

金額 ¥1,903,200- （税抜）

見積書有効期限 作成日より1ヶ月

,.. 内 谷~ 数 量

※県庁ホームページ情報掲載システム

システム保守

①ALAYA インストールタイ7• 12ヶ月

②ALAYA コンテンツ一括登録マネーγ十 12ヶ月

③運用称。】ト 12ヶ月

※保守対象システム

①A LAYA インストールタイプ

②A LAYA コンテンツ一括登録マネージャ

※保守の範囲

_.. ①プログラム更新情報の提供

②パッチプログラムの提供（年間 2巨lを目処）

③貴庁からの技術Q&A対応。 （月間 2回を目処）

④サポートはメールでの対応を原則といたしますが、

緊急時は弊社営業日 9:00～17:00の浴話対応をいたします。

尚、顧客直接のサポートを要する場合は、

別途費用が発生いたします。

※この御見積詐には、消費税は含まれておりません。

ご提供価格

GB 11-9854-00 

平成却年／月 IJ日

株式会社宮崎情報処理センター

代 表取 締役 川崎 友裕

宮崎市霧島2丁目85番地1

TEL (0985) ·25~82f8代表

単 価 ム』ム~ 額

72,000 864,000 

10,800 129,600 

75,800 909,600 

1,903,200 



県民政策部長殿

年度

主管課・室

新規 or更新 1 . 

1 . 
調達方法（予定） 5. 

契約の相手方
（随契の場合）

~I 公告予定日

契約予定日

事業完了予定日

予算額

様式2

号
咽

j
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書
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成平

県民政策部長
（秘書広報課）

IT調達協議書

24 ｜事業名｜
秘書広報課

新規② 更新

ム
県ホームページ運用管理・作成支援業務

担当者 ｜近車 事ヱ
（蜘例

入札 2. 入札（WT0) 3. 企画提案競争（コンペ） 4. 随契
その他（

平成24年 4月 10日

平成24年 6月 1日

平成 25年 5月31日

8, 127,000円

（事業概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA）を使用した県ホームページの運用管

理及び作成支援業務。／ V' iv;・1'7'7 ) 

（調達概要）
調達内容 I Webページを作成するための言語である「XHTML1.1」、 「CSS2.0J、日本工業規

，格「JIS X 8341-3 官伊雪・障害者等配慮設計指針一情報通信1－おける機器、ソ
（事業概要と調達｜フトウエア及びサ一広一第3部：ウエブコンテンツ」及び「両県ホームページ

システムの概要） ｜バリアフリー化のための手引書Jを十分理解し、ユーザビリティ及びアクセシビ
リティに配慮したホームページの作成ができること。

画像等のデザイン及び作成・編集ができること。

... 
懸案事項等

（更新の場合は、
現システムの
課題を記述）

備考

※太線枠内を記入。必要により関係書類を添付すること。



（目的） ,/ 

mi::J ：：：簿操 甲は、県ホームページ運用管理／作成支援鶏（以ア「委託業務J と

;g：，え三枚夜、ぅ。）を乙に委託し、乙は、これを受託するものとするイ

1 ：~~~L ぷ：ぷ·，；J：~~~ （委託期間）

縦三：ミ議2条持業務の委託期間は、地歩自治法（昭和22 ~ 
｛ 条の 3ク規定に基づく長期継続契約として行うものであり－，，委託業務わ委託期

,.._ ! 間（以下「委託期間Jという。）は、平成 23年 6月；／＇stJ~ ら平成 2 4 年~－／
！ 月 31〆までとする。

（委託料）

第 3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額（以下「委託料等J

! という。）は、次のとおりとする。

！ 委託料金

i 消費税及び地方消費税額 金

i 合 計金

｜ （契約保証金） ／ 
｜ 第4条 契約保証金は、免除する。

同 0,000~月額金 288,333 円）
173, 000 17('' ~.月額金 14,417円）

3, 633, 000 o/.（月額金 302,75fY円必／
／ ’  

（委託業務の処理方法）

I 第 5条 乙はく委託業務を、甲が別に定める県ホームページ運用管理・作成支

,. I 援業務静香（以下「仕様書J という。）及び甲の指示に従って行わなけれ

ばならない。

｜ （再委託の禁止）／ ／ 

！ 第 6条 乙は、委託業務を第三者に再委託しではなあない。

！ （権利の譲渡等の禁正）

7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き

受けさせてはならない。

（実地調査等／

1第 8条 甲は、’必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使

途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができ

る白

（成果報告書の提出）／ ／ 

第 9条 乙は、仕様書に定めるとおり成果報告書を作成し、甲に提出しなけれ

ばならない。

／ 

絢宅



2 甲は、成果報告書を受理したとき／は、その内容を検査し、合格又は不合格

の旨を乙に通知するものとする。／

3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する

期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前 2項の規定は、

この規定による補正について準用する。

4 第 2項（前項後段において準用する鼠合を含む。）の検査及び前項前段の

補正に要する費用は、乙のー’担とする二

（委託料の請求及び支払）／

第 10条 乙は、印から前条第 2項（同条第 3項後段において準用する場合を

含む。）の規定による合格の旨の通知があったときは、別表l予定める業務月

の委託料の支払請求書を甲に提出するものとする。 ≪ 

2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起

算して 30 以内に乙に委託料を支払うものとする。

（契約の解除）

第 11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。

( 1 ）乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。

( 2 ）乙が委託期制に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。

2 甲はう翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額につ

いて減額又は削除された場合には、この契約を解除するものとするJ
3 甲は、前 2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害について

は、その賠償の責めを負わないものとする。／

（損害賠償） /. ( 

第 12条 乙はJこの契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。

2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を

賠償しなければならない。

（秘密の保持）／

第 13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人にりLてはならな

（個人情報の保護／

第 14秀子乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、 ]Jlj

記，人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。

（著作権）／

第 15条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害しではな

らない。

2 乙は、甲から第 9条第 2項の検査（同条第 3項後段において準用する場合

を含む。）に合格した旨の通知を受けた日をもって成果報告書の著作権（著

a、

a、



作権法 メ仇 45年法律第 48号）第 21条から第 28条までに規定する権

利をいう。）を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権（著作権法第 18条

第 1項、第 19条第 1項及び第 20条第 1項に規定する権利をいう。）を主

張しないものとする。ただし、成果報告書の全部又は一部に乙が既に著作権

を有するものが含まれる場合には、その旨を事前に甲に通知し、当該著作権

の取扱いについては、甲乙協議の上、定めるものとする。

3 成果報告書に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、乙は、直

ちにこれを甲に報告し、乙の責任と費用負担において解決するものとする。

（費用の負抵r
第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、

（協議） ／． 

第 17条 fこの契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に

定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

乙の負担とする。

,. 
甲乙記名押印の上、各自この契約の成立を証するため、本書 2通を作成し、

1通を保有するものとする。

-;-6 9-/ 

~$~f~－＇n 
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ダ月平成 23年

宮崎県宮崎市旭ト8-1〆竹原第一ピノレー

ティーエヌエー・インターネット・

ソリューションズ株式会砂〆

代表取締役 竹原／英
ノ／
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（別表）／

業務月 委託料

平成23年 6月 302, 750伊／ 
4’ 

平成23年 7月 302, 750号
．， 

平成23年 8月 302, 750月

平成23年 9月 302, 750同

平成23年 10月 302, 750~1 

平成23年 11月 2, 750F( 
a、

／ 

平成23年 12月 302, 75C)pf ,. 

平成24年 1月 2, 7 5 0ぽ
／ 

平成24年 2月 302, 750円／ ． 

／ 
平成24年 3月 3 0 2 , 7 5 0 fIJ，’ 

／ 

平成24年 4月 302, 750円／

平成24年 5月 302, 750円／ 

a、



,.. 

,.. 

別記

個人情報取扱特記事ダ

（基本的事項）

第1 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）をいう。以下閉じ。）の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に

当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わな

ければならない。

（秘密等の保持）

第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後も同様とす：る。

（目的外利用及び提供の禁止）

第3 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目

的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、

又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。

（適正管理）

第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき

損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（複写又は複製の禁止）

第5 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料

等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、

この限りでない。

（資料の返還等）

第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若し

くは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、

引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等

は、確実に当該個人情報を消去する。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に

従うものとする。

（従事者への周知）

第7 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後におい

ても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければな

らない。

（事故報告）

第8 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知

ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
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県ホームページ運用管理・作成支援業務仕様書

1 業務概要

県ホームページ情報掲載システム（以下「掲載システム」という。）を使用した県ホームページ

の運用管理及び作成支援

（ただし、掲載システムを使用しない場合にも対応できること）

各課からの掲載システムを使用したホームページの作成等に関する問い合わせへの対応（ヘル

プデスク業務）

掲載システムの操作研修業務

2 委託期間

平成24年6月 1日から平成25年5月31日まで

（地方自治法（昭和］ 2 2年法律第67号）第234条の 3による長期継続契約）

3 委託条件

( 1 ) 受託業者は、委託期間のうち、県庁の開庁している期間（宮崎県の休日を定める条例（平成元

年条例第 22号）に定める休日を除く）について、契約書及びこの仕係書に定めるところにより、

適切に事務を処理すること。

( 2) Webページを作成するための言語である「XHTMLl.lJ、rcss2.0J、日本工業規格「JIS X8341-3 

高齢者・障害者等配慮設計指針一情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス二一第 3部：

ウェブコンテンツJ及び「宮崎県ホームページバリアフリー化のための手引書Jを十分理解し、

ユーザピリティ及びアクセシビリティに配慮したホームページの作成ができること。

( 3) 県ホームページ全体の管理用ソフトウェア（AdobeCreative Suite5 WEB PREMIUM）は秘書広報

課で準備しであるため、管理用ソフトウェアを使用したホームページや画像等のデザイン及び

作成・編集ができること。

( 4) 受託業者は、落札日の翌日から平成 24年5月 31日までの間に、秘書広報課から県ホームベ

ージ及び情報掲載システムについての研修等を受け、委託業務開始日からの業務に遺漏なきょ

う努めること。

( 5) MicrosoftExcel等を使用した日常業務の管理・点検を行い、契約書の定めるところにより作業

報告書を作成し、提出すること。

( 6 ) 業務の遂行にあたっては、職員の適切な配置等、責任を持って体制整備を行い、ホームページ

の運用管理に支障をきたすことのないよう、十分に留意すること。

林事



4 委託内容

( 1 ) 各課が掲載システム等を使用して作成し、提出したホームページの技術的な確認・修正 u制定
システム上の「調整J及び「承認J）並びに公開作業及び不要なホームページの削除。

( 2) リンク切れ等の不具合が発生しているホームページの修正作業

( 3) 掲載システム導入以前に掲載したホームページのシステムへの取り込み作業

( 4) 掲載システムで使用するページテンプレート等の新規作成支援

( 5) ホームページで使用する画像等の新規作成支援

( 6) 各課からのホームページ作成に関する相談、問い合わせへの助言及び、操作補助

( 7) 職員に対して「掲載システム」を利用した研修を、 1日3時間程度・受講者20名程度を 1回

として、委託期間中に 5回実施すること。

講師は、研修を行う「メイン講師J・受講者に対する補助を行う「サブ講師」の計2名とするこ

と。研修内容（マニュアルの印刷製本等は秘書広報課で、行う）及び実施日程は、秘書広報課と a、
協議を行うこと。

5 成果報告書

( 1 ) 作業従事日ごとに、 1日の作業報告書を作成すること。

( 2) 1か月分の作業報告を取りまとめて、翌月 5日までに秘書広報課に提出すること。

6 備考

(1) 「県ホームページ情報掲載システムJについて

－製品名：彼方コンテンツマネジメントシステム（CMS)/ALAYA（アラヤ）

．販売元：彼方株式会社

(2) 「宮崎県ホームページJについて

・総ページ数：約 25,000ページ

（うち、掲載システム分：約 14,000ページ）

・カテゴリ数：大カテゴリ： 7

（暮らし、健康・保健、雇用・産業、教育・文化、社会基盤、県政情報、募集のお知らせ、災害情報）

小カテゴリ： 52 

・出先機関等：県警察本部、県議会、企業局、病院局、選挙管理委員会、西臼杵支庁、

県土整備部、消費生活センター、など

・コンテンツ：知事室へょうこそ「こんにちは。河野ですj、チャレンジサイトみやざき、

ふるさと宮崎応援サイト、県職員採用案内 など

その他、詳細については、別紙「『宮崎県ホームページ』概要説明Jのとおり

a、



嶋容玖索現

主吹久

20170-1026 

平成 22年 4月 15日

各部局長殿

県民政策部長

IT調達の適正化について（通知）

,.. 

このことについては、平成 17年度からの試行並びに平成 19年度からの本運用の結果、 5年

1111で約 25億円の経費が削減されたところですが、平成 21年度までの成果と課題を踏まえ、平

成21年度第 3同宮崎県 IT推進本部会議（平成 22年 3月8日開催）において、更なる IT調達

の適正化を図ることを決定しました。

また、 IT調達関連予算の適正執行については、総務部長からも「平成 22年度予算の執行に

ついてJ（平成22年4月 l日付け 215-1）で通知されています。

つきましては、協議等の手続を下記のとおり取り扱うこととしたので、宮崎県行政情報化総

合調整規程（平成 19年訓令 8号）第 5条の規定により通知します。

記

1 運用の対象範囲

情報システムの構築、改修及び運用・保守に係る経費（通年ベース）で次に掲げるもの

(I）委託料 100万円以上

(2）使用料及び賃借料 80万円以上

(3）工事請負費 250万円以上

(4）備品購入費 160万円以上

(5）その他 IT調達に係る費用（役務費等） 100万円以上

2 予算執行に係る IT調達手続き

(I) 「予算執行計画書J（様式 I）の提出

提出時期 4月末日まで（ただし、各年度第 l四半期調達分については、別途通知する）

,.. (2) 「汀調達協議書J（様式2）の提出

提出時期 予算執行伺起案の 60目前まで

(3) 「調達結果報告書J（様式3）の提出

提問時期 完了（納品確認・検収実施）後 14日以内

※ 別紙「情報政策課への協議等について（事務処理フロー）Jを参照

3 その他

「「汀調達の標準化j の木運用についてJ（平成 19年 3月 29日付け 22470一1749) 

は廃止する。

（文書取扱 ti'1報政策課）

提問先 IT調達支援担当

井上、田代

電話 0985・26・7046（直通）

内線 2294、2298



決 裁 伺 三Eヨ主 20060-1303 

｜（決裁区分） 課 長

月 日

（起案日） ｜（取扱区分） 電子メール送信

平成23年 10月 7日

（文高書分類（お）） （お）
（施行日） （保存期間） 引継 平成25年4月

年 月 日 3年 廃棄 平成27年4月

（公印使用） （起案者） TEL 6110 

不要 所属秘書広報課 職氏名主事 近藤享

秘書広報 I噌岳きシ＼ 
秘書広報 時担当筆、 課員,. 課長 課長補佐

~· ・

広報企両

監
号事

そちf. 

，‘ 
（標題）

平成24年度当初予算編成におけるIT調達協議について（回答）

（伺し、）

このことについて、別案のとおり回答してよろしいか。

~ 

昌 崎 県



,.. 

,.. 

lマ、

情報政策課長殿

20060 -1303 
平成23年10月日

秘書広報課長

平成24年度当初予算に関する IT調達協議対象事業一覧

No 事業名
担当者名

備考
内線

県ホームページ整備事業 近藤

（県ホームページ運用管理・作成支媛業務） 6110 

県ホームページ整備事業 近藤
2 

（県ホームページ情報掲載システム保守管理業務） 6110 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

東



様式2

平成24年度当初予算に関するIT調達協議書

事業名 ｜県ホームページ運用管理・作成支援業務

新規 or更新 I 1 新規② 更新

[1 .入札 2. 入札（WT0) 3. 企画提案競争（コンペ） 4. 随契
調達方法（予定） 15.その他（

契約の相手方
（随契の場合）

予算要望額 8, 127,000円｜
（事業概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA）を使用した県ホームページの運用管理及び

作成支援業務。,. （調達概要）
Webページを作成するための言語である「XHTML1.1 J、「CSS2.0J、日本工業規格「JIS

調達内容 Ix 834ト3 高齢者・障害者等配慮設計指針一情報通信における機器、ソフトウェア及び
サービスー第3部：ウェブコンテンツJ及び「宮崎県ホームページバリアフリー化のための

（事業概要と調達｜手引書Jを十分理解し、ユーザビリティ及びアクセシビリティに配慮したホームページの作
システムの概要） ！成がで‘きることo

県ホームページ全体の管理用ソフトウェア（AdobeCreative Suite5 WEB PREMIUM）は
秘書広報課で準備してあるため、管理用ソフトウェアを使用したホームページや画像等の
デザイン及び作成・編集ができること。

懸案事項等

は
の
）

合
ム
述

場
テ
記

の
ス
を

新
シ
題

更
現
課

P
 

契約予定日平成24年6月1日

事業完了予定日平成25年5月31日

備 考

※太線枠内を記入してください。
新規事業の場合、概説書（案）を添付すれば、「調達内容J及び「懸案事項等」の記入は不要です。



,.. 
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様式2

平成24年度当初予算に関するIT調達協議書

事業名

新規 or更新

調達方法（予定）

契約の相手方
（随契の場合）

予算要望額

調達内容

（事業概要と調達
システムの概要）

懸案事項等

（更新の場合は、
現システムの
課題を記述）

備考

県ホームページ情報掲載システム保守管理業務

1 新規②更新

1 .入札 2. 入札（WT0) 3. 企画雇東扇事（コンペ） ＠．随契
5. その他（

株式会社 宮崎情報処理センター

2,000,000円｜
（事業概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA）の保守管理業務

（システム概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA)
…ホームページ作成の専門知識がなくても、ホームページのひな形を利用し

て、ページを作成することができる。
また、各課の担当者が作成したページを秘書広報課で集中管理することで、
ホームページ閲覧者に配慮した統一感のあるホームページを提供することが
できる。

契約予定日平成24年4月1日

事業完了予定日平成25年3月31日

※太線枠内を記入してください。
新規事業の場合、概説書（案）を添付すれば、「調達内容J及び「懸案事項等Jの記入は不要です。



．、． 

本庁各課（局・室）長殿

2 0 1 7 0一14 1 2 

平成 23年 9JJ 2 6日

情報政策課長

財政課長

平成 24年度当初予算編成における IT調達協議について（通知）

平成 24 年度新規・改善事業で行政情報システムの開発を計画している所属は、概説~1：~作

成に当たり情報政策課と協議を行うことが総務部長より平成23年 9月 5日付け 21 5 - 1 

2 1 3で通知されたところですが、既存システムの改修及び運用・保守等も合め、下記のと

おり取り扱いますので通知lします。

,.. つきましては、問： (t±＼先機関を含弘）で該当する事業を取りまとめの上、 10月 13 

日（木）までに報告してください。

百己

対象事業（平成 23年度と同じ）

情報システムの構築、改修及び運用・保守に係る経狩（通年ベース）で次に褐げるもの

(1）委託料 100万円以上

(2）使用料及び賃借料 80万円以上

(3）工事請負費 250万円以上

(4）備品購入賞’ 160万円以上

(5）その他 IT調達に係る費用（役務費等） 100万円以上

2 予算編成に当たっての検討の視点

(1）新規システムの椛築・システム更新

次の視点、から十分な検討を行うこと

ア AS  P・Sa a S型サービス（注 1）の利用

,. 自前でシステムを峨・保有せず、 ASP・SaaSベンダーのソフトウエアが利

用できないか検討すること

イ 行政情報システムの共同利用

既に類似のシステムを運用している所属がある場合は、共同利用が可能か検討する

こと。また、市町村とも共同利用が可能か検討すること

ウ サーバの iDC （注2）への移設

庁内にシステムのサーバを設置している場合は、県 iD Cへの移設を積極的に検討

すること

注 1: A S P (Application Service Provider）、 Sa a S (Soflware as a Service）型サービスとは、

システムやソフトウエアを自前で保有せず、ネットワーク経由でサービスとして利用す

る形態

注2: i DじOntcmctData Center）とは、大量のサーバーを収容し、インターネット接続サーピ

スや保守・運用サービスを提供する施設



(2）システムの~朋・保守

次の視点から経費節減の検討を行うこと

ア 保守実績の内容精査

過去の保守作業報告書の内容を紡査し、保守契約 .1~：に必要（実績）のない保守項目

が合まれたまま契約を継続していないか検証すること

イ フルメンテナンス対応からスポットメンテナンス対応への移行

保険的意味合いの強いフルメンテナンス対応から、 トラブルに対応しただけ保守料

を支払うスポットメンテナンス対応に移行できないか検討すること

3 報告版式

別添係式 1及び2のとおり（職貝ポータルサイトのファイル共有（全庁）「情報政策課J

の「 IT 調達支援j フォルダよりダウンロードしてくださし、）

,. 4 報告方法

,. 

隊式（Excelファイノレ）に記入の上、メールで、報告してください

5 報告先

情報政策課 IT調達支援担当 間代

6 その他

個別にヒアリングが必要と判｜析した事業については、↑N報政策課から担当課に直接述絡

します。

（文古取扱情報政策叙）

rmし、合わせ先

I T調達支援担当

井上、間代

※lllJし、合わせば、メールでお願

いします。
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決裁伺書 20060-1487 

（決裁日付） （処理期限） （決裁区分） 課長

決或＼ 年 月 日

~ 2 3. 2. 2 3 l 

，~丁ノ （起案日） （取扱区分） 電子メール送信

平成23年 2月 23日

（文a書分品類＼－、
（施行日） （保存期間） 引継 平成24年4月

(80) 年 月 日 3年 廃棄 平成26年4月

（公印使用） （起案者） TEL 6110 

不要 所属秘：，1：~広報課 職氏名主事 近藤享

書広報⑧ 崎広報⑧ ~~~当審 ~®I 
課長 課長補佐

広報企阿

、イ嵯ヨ言シ監

（標題）

IT調達協議書の提出について

（伺し、）

このことについて、別案のとおり提出してよろしいか。

一が多
．AV
．
 

rムー・
昌 崎 県
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（京｜）

県民政策部長殿

IT調達協議書

様式2

文書番号
平成23年2月日

県民政策部長
（秘書広報課）

年度 23 ｜事業名｜

主管課・室 秘書広報課

新規 or更新 11 .新規②更新

県ホームページ情報掲載システム保守管理業務

担当者｜近藤享 ｜ 内線 ｜ 6110 

11 .入札 2. 入札（WTO)
調達方法（予定） 15.その他（

契約の相手方 ｜株式会社 宮崎情報処理センター
（随契の場合）

公告予定日

契約予定日

事業完了予定日

予算額

平成年月日

平成23年 4月 1日

平成24年 3月31日

2,000,000円

（事業概要）

3. 企画提案競争（コンペ） ⑬．随契

県ホームページ情報掲載システム（ALAYA）の保守管理業務

（システム概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA)

調達内容 ｜…ホームページ作成の専門知識がなくても、ホームページのひな形を利用して、
，ページを作成することができる。

（事業概要と調達｜ また、各課の担当者が作成したページを秘書広報課で集中管理することで、
システムの概要） ｜ホームページ閲覧者に配慮した統一感のあるホームページを提供することができ

る。

懸案事項等

（更新の場合は、
現システムの
課題を記述）

備 考

※太線枠内を記入。必要により関係書類を添付すること。

（実1

,ff.守幸J



／ 

業務委託契約書／

！ （目的）
第1条 甲は、県ホ｝ムページ情報掲載システム保守管理業務メぽず「委託業務Jという。）

を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。

（委託期間）

！第2条委託業務の委託場町（以下「委託期間Jと付。）は、平成22年同 1〆ら 平

成23年 3月31日lでとする。

I （委託料）
pヘ第3条委託業務の委託料（以下「委託料Jという。）ま、次のとおりとする。 ， 

¥, 委託料 金し 90 3, 200P}'（月額金158, 600!m' 

消費税及び地方消費税金 9 5, 1 6 0円（月額金 7' 9 3 0円）

合計 金 1, 9 9 8' 3 6 0 P.Y'"（月額金166, 530~〆
（契約保証金） ／ 

第4条契約保証金は、免除吹ぷ；

（委託業務の処理方法）

！第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める（別添）業務処理要領（以下「要領Jという。）

及び甲の指示に従って処理しなければならない。

（再委託の禁止） ／ノ

第6条 乙は、委託業務を第三者に再委設℃てはならない。

（権利の譲渡等の禁止）

：第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせては

守ふな ~：dctv'o 
（実地調査等）

第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（成果報告書の提出）

第9条 乙は、 1月分の委託業務の成果に関する報告書（以下「成果報告書Jという。）を

翌月の5日までに甲に提出しなければならない。

2 甲は、成果報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通

知するものとする。

3 乙は、前項の規定；に：よる不合格の旨のr通知があったときは、甲の指定する期間内にその

指示に従いこれを補涯、じ波Pt~放浪与ない戸前21項の規定は、この規定による補正につい
て準用する。 ；汚： .： .＼~·. 計七＇.・j:' .~） ::.>+: 

4 第2項（前項後段において準用する、場合を含む。）の検査及び前項前段の補正に要する

費用は、乙の負担とする。



（委託料の請求及び支払）

第10条 乙は、甲から前条第2項（同条第3項後段において準用する場合を含む。）の規 I 
定による合格の旨の通知があったときは、担分の委託料の支払請求書を刑こ提出するも t 

のとする。 h 

2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して 30日

以内に乙に委託料を支払うものとする。

（契約の解除）

1 1条甲

きる。

( 1) 乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。 I (5 

2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責

めを負わないものとする。

（損害賠償） 、
第 12条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その

損害を賠償しなければならない。

2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。

（秘密の保持）

第13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第15条この契約一事項…船生じた場合又U 契約に定め伽 事項 l
第14条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。

（協議）

については、甲乙協議の上、定めるものとする。 ！ 

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有ナ～る

るものとする。 一一一ー与ニヰ

平成22年 4月 ！日〆

甲宮崎県

宮崎県知事

乙

代表取

診
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事項

業務処理要イ／

JI手短説システムの障害発生時に、県民政策部秘書広報課又は宮崎中央データセンターへ

~'td}/3'ぷ 2 時間以内での早急な復旧並びに 3 日以内での原因の調査及び分析
句て儲システム管理に関する相談への対応及び技術的サポート

’－－~~－ ~職員に対するシステム研修時のサポート

(5）その他、甲乙協議の上、必要と認められる事項



御見積書

GB 11-9779-00 

平成l］年ょ月 i3日

宮崎県知事河野俊嗣 殿

下記のとおり御見積申し上げます。

業務名

ホームページ情報掲載システム・システム保守

金額 ¥1,903,200- （税込）

株式会社宮崎明伸昨ター

代表取締役山I,1略奪裕

宮崎市霧島2fg1ヨ~~番地1
TEL (0985 ｝~： 2,~~82＿~~~Jk.表

見積書有効期限 作成日より1ヶ月

※県庁ホームページ情報掲載システム

1 Iシステム保守

①ALAYA インストールタイ7・

②ALAYA コンテンツ一括登録マネーγャー

③運用付。ート

月
一
月
一
月

ケ
一
ケ
一
ケ

ηノ“

ηノ“

nノ“

内
rι噂

谷 数量

※保守対象システム

①A LJ¥YA インストールタイプ

②A L八YA コンテンツ－}li強録マネージャ

※保守の純問

①プログラム更新情報の提供

②パッチプログラムの提供（年lllJ2回を目処）

③ttn~からの技術Q&A対応。 （月 lllJ2回を目処）

④サポートはメールでの対応を原則！といたしますが、

緊急時は弊社営業日g:oo～17:00の泣訴対応をいたします。

尚、 h江i客D'f接のサポートを裂する場合は、

別途1~川が発生いたします。

※この御凡.f..L'il'i＝には、消費税は含まれておりません。

ご提供価格 1,903,200 
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県民政策部長殿

年度

主管課・室

新規 or更新

調達方法（予定）

契約の相手方
（随契の場合）

公告予定日

契約予定日

事業完了予定日

予算額

｛支ユ1

IT調達協議書

様式2

県民政策部長
（秘書広報課）

23 ｜事業名｜ 県ホームページ運用管理・作成支援業務

5. 

秘書広報課

新規②更新

入札 2. 入札（WT0) 
その他（

平成23年5月6日

平成23年6月1日

平成24年5月31日

8, 127,000円

（事業概要）

担当者 ｜近藤 ｜ 内線 ｜ 6110 

3. 企画提案競争（コンペ） 4. 随契

県ホームページ情報掲載システム（ALAYA）を使用した県ホームページの運用管
理及び作成支援業務。

（調達概要）
Webページを作成するための言語である「XHTML1.1J、 「CSS2.0J、日本工業規

，格「JIS X 8341-3 高齢者・障害者等配慮設計指針一情報通信「おける機器、ソ
（事業概要と調達｜フトウエア及びサービスー第3部：ウエブコンテンツJ及び「五局県ホームページ

システムの概要） 1，，リアフリー化のための手引書」を十分理解し、ユーザビリテイ及びアクセシビ
リティに配慮したホームページの作成ができること。

調達内容

懸案事項等

（更新の場合は、
現システムの
課題を記述）

備考

画像等のデザイン及び作成・編集ができること。

※太線枠内を記入。必要により関係書類を添付すること。

($, 1) 
B’亨1J_
Jlp ＂／／（天候

’ 



業務 委 託 契 約 ／
〆

，F dv 

宮崎県／〈以下「甲 Jとv、う。）とティーエヌエー・インターネット・ソリュ

ーシヨンふズ株式会社／ゐ下「乙J という。）とは、県ホ二ムページ主用管理・

作成支援業務の委託について、次のとおり契約を締結する。

三どちあ蕊察;1¥（目的）

L弘~t" 1}1議員1条 甲は、県ホームページ運用管理・作成支援業務（以下「委託業務j とJc:j L~ :; ~11可
, _  .... .,.11~ 品川·~~、う。）を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする o

(J§ゑレロ（委託期間）
巳，，＿剛・4

国8乙』b~

条の 3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり 委託業務の委託期

,..,_._i 間（以下「委託期間j という。）は、平成 22年 6月 1号訴ダ平成 23年 5

¥. 月 3I日までとする。

（委託料）

第 3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額（以下「委託料等j

という。）は、次のとおりとする。

委 託料金

消費税及び地方消費税額． 金

合 計 － 金

｛契約保証金） ~ 

第 4条 契約保証金は、免除す万二

（委託業務の処理方法）

第 5条 乙は、、委託業務を、甲が別に定める県ホームページ運用管理・作成支

援業務仕様書．（以下 f仕様書Jという。）及び甲の指示に従って行わなけれ

ばならない。

（再委託の禁止）

第 6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならな川／

（権利の譲渡等の禁止）

第 7条乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き

受けさせてはならない。

（実地調査等）

第 8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使

途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができ

る。

（成果報告書の提出）・

第 9条，乙は、仕様書に定めるとおり成果報告書を作成し、－甲に提出しなけれ

ばならない。

3,460,000閑ぺ月額金 288,333~ 
173,000 円~｛A 額金 14,417 円）

3,633,000回／（月額金 302,1sopr・ 

P
、



2 甲は、成果報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合絡

の旨を乙に通知するものとする。－

3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったと－きは、甲の指定する

期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前 2項の規定は、

この規定による補正について準用する。

4 第 2項（前項後段において準用する場合を含む。）の検査及び前項前段の

補正に要する費用は、乙の負担とする。

（委託料の請求及び支払）

第 10条 乙は、甲から前条第 2項（同条第 3項後段において準用する場合を

含む。）．の規定による合格の旨の通知があったときは、別表に定める業務月

の委託料の支払請求書を甲に提出するものとする。

2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起

算して 30日以内に乙に委託料を支払うものとする。、 司

（契約の解除）

第 11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。

( 1 ）乙がその責めに帰すべき理由により．この契約に違反したとき。

( 2）乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。

2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額につ

いて減額文は削除された場合には、この契約を解除するものとする 0 ・

3 甲は、前 2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害について

は、その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）－

第 12条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。

2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を ‘ 
賠償しなければならない。

（秘密の保持）．

第 13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならな

し；；固人情報の保護）／

第 14条 乙は、委託業務を処理オるため個人情報を取り扱うに当たって、別

記 個人情報取扱特記事項b燈守しなければならない。

（著作権）

第 15条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害しではな

らない。

2 乙は、甲から第 9条第 2項の検査（同条第 3項後段において準用する場合

を含む。）に合格した旨の通知を受けた日をもって成果品の著作権（著作権



法（昭和 45年法律第 48号）第 21条から第 28条までに規定する権利を

いう。）を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権（著作権法第 18条第 1

項、第 19条第 1項及び第 20条第 1項に規定する権利をいう。）を主張し

ないものとする。ただし、成果品の全部又は一部に乙が既に著作権を有する

ものが含まれる場合には、その旨を事前に甲に通知し、当該著作権の取扱い

については、甲乙協議の上、定めるものとする。

3 成果品に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、乙は、直ちに

これを甲に報告し、乙の責任と費用負担において解決するものとする。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に

,-- I 定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

，‘ 

この契約の成立を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自

1通を保有するものとする。

時 22年 tJJ.i)J?/ 
甲宮崎県

宮崎県知事 東国原

乙
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（別表）

業務月／
〆・' 

委託料f

． 
， ． ． 

平成22年 6月 ／ ／ 302, 750円，

平成22年 7月 302, 750円

平成22年 8月 302, 750円

平成22年 9月 302, 750円

平成22年 10月 302, 750円

平成22年 11月 302, 750円

平成22年 12月 302, 750円

平成23年 1月 302, 750円

平成23年 2月 302, 750円

平成23年 3月 302, 750円

．． 

平成23年 4月 302, 750円

平成23年 5月 302, 750同

a、
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別記

値人情報取扱特記事場／

（基本的事項）

第1 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照会することにより、特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。）をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に

当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わな

ければならない。

（秘密等の保持）

第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。

（目的外利用及び提供の禁止）

第3 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目

的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、申の指示があるとき、

又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。

（適正管理）

第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失文はき

損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（複写又は複製の禁止）

第5 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料

等を複写し、又は複製しではならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、

この限りでない。

（資料の返還等）／

第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、文は乙自らが収集し、若し

くは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちr；：甲に返還し、

引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等

は、確実に当該個人情報を消去する。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に

従うものとする。

（従事者への周知）

~ 第7 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後におい

！ ても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、文は不当な目的にi 利用して山な以等吋問問し必要な事問問問ばな

らない。

（事故報告）

第8 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知

ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。



県ホームページ運用管理・作成支援業務仕様書〆／

h 

県ホームページ情報掲載システム（以下「掲載システムJという。）を使用した県ホームペー

ジの運用管理及び作成支援

（ただし、掲載システムを使用しない場合にも対応できること）

各課からの掲載システムを使用したホームページの作成等に関する問い合わせへの対応（へ

ノレプデスク業務）

掲載システムの操作研修業務

: （昭和 22年法律第67号）第234条の 3による長期継続契約）

3 委経条件

( 1 ) 受託業者は、委託期間のうち、県庁の閉庁している期間（宮崎県の休日を定める条例（平成元

年条例第 22号）に定める休日を除く）について、契約書及びこの仕様書に定めるところによ

り、適切に事務を処理すること。

( 2) Webページを作成するための言語である「XHTMLl.1」、 rcss2.0J、日本工業規格rnsx 8341-3 

高齢者・障害者等配慮、設計指針一情報通信における機器、ソフトウェア及びサービスー第 3

部：ウェブコンテンツj及び「宮崎県ホ｝ムページバリアフリー化のための手引書Jを十分理

解し、ユーサeピリティ及びアクセシピリティに配慮したホームページの作成ができること。

( 3) 画像等のデザイン及び作成・編集ができること司

(4) ホームページや画像等のデザイン及び作成に使用するソフトウェア及び掲載システムを使用

しない場合における県ホームページ全体の管理用ソフトウェア等を準備すること。

( 5) 受託業者は、溶札日の翌日から平成22年5月31日までの聞に、秘書広報課から県ホームベ

ージ及び情報掲載システムについての研修等を受け、委託業務開始日からの業務に遺漏なきよ

う努めること。

( 6 ) MicrosoftAccess等を使用した日常業務の管理・点検を行い、契約書の定めるところにより作

業報告書を作成し、提出すること。

( 7) 業務の遂行にあたっては、職員の適切な配置等、責任を持って体制整備を行い、ホームページ

の運用管理に支障をきたすことのないよう、十分に留意すること。

a、

a、
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4 組内容

( 1 ) 各課が掲載システム等を使用して作成し、提出したホームページの技術的な確認・修正（掲載

システム上の「調整J及び「承認J）並びに公開作業及び不要な示ームページcrJ;削除。

(2) リンク切れ等の不具合が発生しているホームページの修正作業

(3) 掲載システム導入以前に掲載したホームページのシステムへの取り込み作業

(4) 掲載システムで使用するページテンプレート等の新規作成支援

( 5) ホームページで使用する画像等の新規作成支援

( 6) 各課からのホームページ作成に関する相談、問い合わせへの助言及び操作補助

( 7) 職員に対して「掲載システムj を利用した研修を、 1日3時間程度・受講者 20名程度を 1回

として、委託期間中に 5回実施すること。

講師は、研修を行う「メイン講師J・受講者に対する補助を行う「サプ講師Jの計2名とするこ

と。研修内容（マニュアルの印制製本等は秘書広報課で行う）及び実施日程は、秘書広報課と

協議を行うこと。

5 成果報告書

( 1 ) 作業従事日ごとに、 1日の作業報告書を作成すること。

( 2) 1か月分の作業報告を取りまとめて、翌月 5日までに秘書広報課に提出すること。

6 備考

( 1 ) 「県ホームページ情報掲載システムj について

・製品名：彼方コンテンツマネジメントシステム（CMS)/ALAYA （アラヤ）

・販売元：彼方株式会社

( 2) f宮崎県ホームページj について

・総ページ数：約 20,000ページ

（うち、掲載システム分：約 12,000ページ）

・カテゴリ数：大カテゴリ： 7（暮らし、健康・保健、雇用・産業、教育・文化、社会基盤、県政情報、募集のお知らせ）

小カテゴリ： 47

・出先機関等：県警察本部、県議会、企業局、病院局、選挙管理委員会、西臼杵支庁、

県土整備部、消費生活センター、など

・コンテンツ：知事の部屋『元気じゃひか？東国原ですj、宮崎への移住はココから、

企業立地のご案内、県職員採用案内 など
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県ホームページ運用管理・作成支援業務仕様書

1 業務概要

県ホームページ情報掲載システム（以下「掲載システム」という。）を使用した県ホームページ

の運用管理及び作成支援

（ただし、掲載システムを使用しない場合にも対応できること）

各課からの掲載システムを使用したホームページの作成等に関する問し、合わせへの対応（ヘル

プデスク業務）

掲載システムの操作研修業務

2 委託期間

平成23年6月 1日から平成24年5月 31日まで

（地方自治法（昭和 22年法律第67号）第 234条の 3による長期継続契約）

3 委託条件

( 1 ) 受託業者は、委託期間のうち、県庁の開庁している期間（宮崎県の休日を定める条例（平成元

年条例第 22号）に定める休日を除く）について、契約書及びこの仕様書に定めるところにより、

適切に事務を処理すること。

( 2) Webページを作成するための言語である「XHTMLl.lJ、rcss2.0J、日本工業規格「JIS X8341-3 

高齢者・障害者等配慮設計指針一情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス－第3部：

ウェブコンテンツj及び「宮崎県ホームページバリアフリー化のための手引書Jを十分理解し、

ユーザピリティ及びアクセシピリティに配慮したホームページの作成ができること。

( 3) 県ホームページ全体の管理用ソフトウェア（AdobeCreative Suite5 WEB PREMIUM）は秘書広報

課で準備しであるため、管理用ソフトウェアを使用したホームページや画像等のデザイン及び

作成・編集ができること。

(4) 受託業者は、落札日の翌日から平成23年5月 31日までの間に、秘書広報課から県ホームベ

ージ及び情報掲載システムについての研修等を受け、委託業務開始日からの業務に遺漏なきょ

う努めること。

( 5) MicrosoftAccess等を使用した日常業務の管理・点検を行い、契約書の定めるところにより作業

報告書を作成し、提出すること。

( 6) 業務の遂行にあたっては、職員の適切な配置等、責任を持って体制整備を行い、ホームページ

の運用管理に支障をきたすことのないよう、十分に留意すること。



4 委託内容

( 1 ) 各課が掲載システム等を使用して作成し、提出したホームページの技術的な確認・修正（掲載

システム上の「調整j及び「承認J）並びに公開作業及び不要なホームページの削除。

( 2) リンク切れ等の不具合が発生しているホームページの修正作業

( 3) 掲載システム導入以前に掲載したホームページのシステムへの取り込み作業

( 4) 掲載システムで使用するページテンプレート等の新規作成支援

( 5) ホームページで使用する画像等の新規作成支援

( 6) 各諜からのホームページ作成に関する相談 問い合わせへの助言及び操作補助

( 7) 職員に対して「掲載システム」を利用した研修を、 1日3時間程度・受講者 20名程度を 1回

として、委託期間中に 5回実施すること。

講師は、研修を行う「メイン講師j・受講者に対する補助を行う「サブ講師Jの計2名とするこ

と。研修内容（マニュアルの印刷製本等は秘書広報課で行う）及び実施日程は、秘書広報課と a、
協議を行うこと。

5 成果報告書

( 1 ) 作業従事日ごとに、 1日の作業報告書を作成すること。

( 2) 1か月分の作業報告を取りまとめて、翌月 5日までに秘書広報課に提出すること。

6 備考

( 1 ) 「県ホームページ情報掲載システムJについて

・製品名：彼方コンテンツマネジメントシステム（CMS)I ALAYA （アラヤ）

・販売元：彼方株式会社

( 2) 「宮崎県ホームページ」について

－総ページ数：約 20,000ページ

（うち、掲載システム分：約 13,000ページ）

・カテゴリ数：大カテゴリ： 7

（暮らし、健康・保健、雇用・産業、教育・文化、社会基盤、県政情報、募集のお知らせ、災害情報）

小カテゴリ： 52

・出先機関等：県警察本部、県議会、企業局、病院局、選挙管理委員会、西臼杵支庁、

県土整備部、消費生活センタ一、など

・コンテンツ：知事室へょうこそ「こんにちは。河野ですJ、チャレンジサイトみやざき、

ふるさと宮崎応援サイト、県職員採用案内 など

その他、詳細については、別紙「『宮崎県ホームページ』概要説明Jのとおり

4、
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文（奇書分類（お）） （お）

公印使用）
不要

（標題）

決 裁 伺 五巨きヨ

｜（決裁区分）

月 日

案目） ｜（取扱区分）
平成22年 3月 8日

（施行日） （保存期間）

年 月 日 1年

（起案者）
所属秘書広報課 職氏名主事

秘書広報ザ 秘書広4ささ
課長 ~：＿－：：：：：· . 課長補伝戸Fマ

広報企画バミ弘
監 r；事［＼

IT調達協議書の提出について（回答）

（伺し、）

このことについて、別案のとおり回答してよろしいか。

2-・
邑 崎 県

20060-1605 

課長

電子”メール送信

号｜継

廃棄 平成23年4月

TEL 6110 

近藤享

~~!11 当 ⑧ 課員
（笥＼）
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（京）

20060一

平成22年 3月日
r〆

情報政策課長殿

秘書広報課長

IT調達協議書の提出について（回答） ／ 

／ ／  /' 

平成 22年 2月 15日付け 22170-1785で依頼のありました標記につい

ては、別紙のとおりです。

広報担当近藤 J

内線： 61 1 0 ~ 

Email : kondoh-akira@pref.miyazaki.lg.jp I / 



（見IJ紙1)

年度

主管課・室

新規 or更新

HP~ 
4午良久持

IT調達協議書
提出日｜平成22年月 日

県ホームページ運用管理・作成支媛業務

’ 担当者｜近藤ど ｜ 内線 I 6110 課

名
一
報

業
一
広

事
一
書－uc 

t
E
E
L
Z
A
a
 

新規 2. 更新

入札 2. 入札（WT0) 3. 企画提案競争（コンペ） 4. 随契
その他（

平成年月日

平成22年 6月 1日〆

平成 23年 5月31日

8, 127,000円

（事業概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA）を使用した県ホームページの運用管且〆

理及び作成支援業務。

（調達概要）
調達内容 I Webページを作成するための言語である「XHTML1.1J、 「CSS2.0J、日本工業規

格「JIS X 8341-3 高齢者・障害者等配慮設計指針一情報通信における機器、ソ

（事業概要と調達｜フトウエア及びサービスー第3部：ウエブコンテンツJ及び「宮崎県ホームページ
システムの概要） ｜バリアフリー化のための手引書Jを十分理解し、ユーザビリティ及びアクセシピ

’リティに配慮したホームページの作成ができること。／

画像等のデザイン及び作成・編集ができること。／

調達方法（予定）

契約の相手方
（随契の場合）

公告予定日

契約予定日

事業完了予定日

予算額,... 

,. I 懸案事項等

（更新の場合は、
現システムの
課題を記述）

備考

※太線枠内を記入。必要により関免書類を添付すること。

’＼困、l



業務委託契約書；〆

宮崎県戸下「甲Jという 0）とアイコムテ~·~（以下「乙J という 0 ) 

とは、県ホームページ運用管理・作成支援業務の気浮どついて、次のとおり契

約を締結する。 ， 

l
l
l
i
l
 

、
‘
 

（目的）

第 1条 甲は、県ホームページ運用管理・作成支援業務（以下「委託業務Jと

！鶴間う。）を乙与委託し、乙は、これを受託するものとする。

i~:J鏑委託期「V
！設鮒条 委託業務の委託期間は、地方自治法（昭和 22年法律第67号）第2

の委託

r・'.: ヲヂという 0 ）は、平成 21年 6月必から平成 22年

！ 5月 31日まで u フ ψ。

（委託料〆

第 3条委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額（以下「委託料等J

という。）

は、次のとおりとする。

委 託料

消費税及び地方消費税額

合 計

（契約保証金）

第 4条 契約保証金は、免除する。

（委託業務の処理方法）

第 5条 乙は、委託業務を、甲が別に定める県ホームページ運用管理・作成支

援業務仕様書（以下「仕様書」という。）及び甲の指示に従って行わなけれ

1ばならない。 ／乙
（再委託の禁中ゲ ／ 

6条 乙は、き託業務を第三者に再委託Mぞはならない。

（権利の譲渡等の禁止）

第 7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

受けさせてはならない。

（実地調査等）

第 8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使

途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（成果報告書の提出）

第 9条 乙は、仕様書に定めるとおり成果報告書を作成し、

・ばならない。

金 24析。円〕
金 12,00向）

金〆52,00炉

額

額

額

月

月

月

／
和
矧
w
r
r
f

金

金

金

又は引き

甲に提出しなけれ



2 甲は、成果報告書を受理したときは、その内容を検査し、，合格又は不合格

の旨を乙に通知するものとする。

3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する

期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前 2項の規定は、

この規定による補正について準用する。

4 第 2項（前項後段において準用する場合を含む。）の検査及び前項前段の

補正に要する費用は、乙の負担とする。

（委託料の請お及び支払）

第 10条 乙は、甲から前条第 2項（同条第 3項後段において準用する場合を

含む。）の規定による合格の旨の通知があったときは、別表に定める業務月

の委託料の支払誇求書を甲に提出するものとする。

2 甲は、前項 規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起

算して 30隣人内に乙に委託料を支払うものとする。

,.. （契約の解除｝ ()1 
第 11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。

( 1 ）乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。

( 2）乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。

2 甲はよ翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額につ

いて減額文は削除された場合には、この契約を解除するものとする。

3 甲は、前 2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、

その賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第 12条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。

,. 2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を 。
賠償しなければならない。

（秘密の保持）

第 13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（個人情報少機）

第 14条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別

記 個人情報取扱特r項を遵守しなければならない。

（著作権）

第 15条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害しではな

らない。

2 乙は、甲から第 9条第 2項の検査（同条第 3項後段において準用する場合

を含む。）に合格した旨の通知を受けた日をもって成果品の著作権（著作権

法（昭和 45年法律第 48号）第 21条から第 28条までに規定する権利を



いう。）を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権（著作権法第 18条第 1

項、第 19条第 1項及び第 20条第 1項に規定する権利をいう。）を主張し

ないものとする。ただし、成果品の全部文は一部に乙が既に著作権を有する

ものが含まれる場合には、その旨を事前に甲に通知し、当該著作権の取扱い

については、甲乙協議の上、定めるものとする。

3 成果品に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、乙は、直ちに

これを甲に報告し、乙の責任と費用負担において解決するものとする。

（費用の負担）

第 16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。

（協議）

第 17条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定

めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

,,.. この契約の成立を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自

1通を保有するものとする。

山 1年 5月えチ／

乙

良戸大

甲

,.. 
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（別表）

業務月 委託料

平成21年 6月 ノミ52，、00 0円

平成21年 7月 /'2 5 2, 00  0円

平成21年 8月 /2 5 2 00 0円

平成21年 9月 /252, po O円

平成21年 10月 ;2s2. poo円

平成21年 11月 /2 5 2, b 0 o円

平成21年 12月 /252, bo 0円

平成22年 1月 ・． /252, 9o o円

平成22年 2月 〆252, 90  0円

平成22年 3月 ( 2s2, do 0円
－ー『司・

‘ － ~ 

平成22年 4月 252, 00 O円
， ． 

平成22年 5.月 2 5 2, 0 0 0円
． 
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別記

個人情報取扱特記号

（基本的事項）

第1 乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）をいう。以下閉じ。）の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっ

ては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければな

らない。

（秘密等の保持）

第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。

この契約が終了し、文は解除された後も同様とする。

（目的外利用及び提供の禁止）

第3 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的

のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、文

はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。

（適正管理）

第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損

の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（複写文は複製の禁止）

第5 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等

を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この

限りでない。

（資料の返還痔）

第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しく

は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き

渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁断に記録した機器集位、確
－－日一一~円－－町同四戸川町－－－－ ー

実に当該個人情報を消去する。ただし、甲が別に指矛、したと 1ま、その指示に従うもの

とする。

（従事者への周知）

第7 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後において

も当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用

しではならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。

（事故報告）

第8 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知つ

たときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。



県ホームページ運用管理E作成支援業務仕宇多

1 業務概要

県ホームページ情報掲載システムを（以下「掲載システムj というロ）を使用した県ホームペー

ジの運用管理及び作成支援

（ただし、掲載システム．を使用しない場合にも対応できること）

各課からの掲載システムを使用したホームページの作成等に関する問い合わせへの対応（ヘル

プデスク業務）

2 委託期間

平成2 1 年 6 月 1~；平成22年5~1日
（地方自治法（昭和 22年法第 67号）第234条の 3による長期継続契約）

3 委託条件

Cl) 受託業者は、委託期間のうち、県庁の開庁している期間（宮崎県の休日を定める条例（平成元

年条例第22号）に定める休日を除く）について、契約書及びこの仕様書に定めるところにより、

適切に事務を処理すること。

( 2) Webページを作成するための言語である rXHTMLl.IJ、rcss2.0J、日本工業規格 fJIS X 8341-3 

高齢者・障害者等配慮設計指針一情報通信における機器、ソフトウェア及ひやサービスー第3部：

ウェブ、コンテンツJ及び「宮崎県ホームページバリアフリー化のための手引書Jを十分理解し、

ユーザピ、リティ及びアクセシピリティに配慮したホームページの作成ができること。

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

画像等のデザイン及び作成・編集ができること。

ホームページや画像等のデザイン及び作成に使用するソフトウェア及び掲載システムを使用し

ない場合における県ホームページ全体の管理用ソフトウェア等を準備すること。

受託業者は、落札日の翌日から平成21年5月31日までの聞に、秘書広報課から県ホームペ

ージ及び情報掲載システムについての研修等を受け～委託業務開始日からの業務に遺漏なきょ

う努めること。

MicrosoftAccess等を使用した日常業務の管理・点検を行い、契約書の定めるところにより作業

報告書を作成し、提出すること。

業務の遂行にあたっては、職員の適切な配置等、責任を持って体制整備を行い、ホームページ

の運用管理に支障をきたすことのないよう、十分に留意すること。
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4 委託内容

( 1) 各自果が掲載システム等を使用して作成し、提出したホームページの技術的な確認・修正（掲載

システム上の「調整J及び「承認J）並びに公開作業及び不要なホームページの削除。

(2) リンク切れ等の不具合が発生しているホームページの修正作業

"( 3) 掲載システム導入以前に掲載したホームページのシステムへの取り込み作業

(4) 掲載システムで使用するページテンプレート等の新規作成支援

(5) ホームページで使用する画像等の新規作成支援

(6) 各課からのホームページ作成に関する相談、問い合わせへの助言及び操作補助

5 成果報告書／

( 1 ) 作業従事日ごとに、 1日の作業報告書を作成すること。

(2) 1ヶ月分の作業報告を取りまとめて、翌月〆日までに秘書広報課に提出すること。

6 備考

( 1 ) 「県ホームページ情報掲載システムJについて

－製品名：彼方コンテンツマネジメントシステム（CMS)/ALAYA （アラヤ）

．販売元：彼方株式会社

( 2) 「宮崎県ホームページJについて

－総ページ数：約 20,000ページ

（うち、掲載システム分：約 10,000ページ）

・カテゴリ数：大カテゴリ： 7（暮らし、健康・保健、扇用・産業、教育・文化、社会基盤、県政情報、募集のお知らせ）

小カテゴリ： 47

・出先機関等：県警察本部、県議会、企業局、病院局、選挙管理委員会、西臼杵支庁、

県土整備部、消費生活センター、など

・コンテンツ：知事の部屋「元気じゃひか？東国原ですJ、宮崎ふるさと暮らしリサーチ、

企業立地のご案内、県職員採用案内 など

。



r 
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（別紙2)

年度

主管課・室

新規 or更新

調達方法（予定）

契約の相手方
（随契の場合）

公告予定日

契約予定日

事業完了予定日

予算額

IT調達協議書

22＼事業名

秘書広報課 J

1 .新規②更新／、

提出日｜平成22年 月 日

県ホームページ情報掲載システム保守管理業務

担当者｜近藤事｜ 内線 I 611 

1 .入札 2. 入札（WT0) 3. 企画提案競争（コンペ）
5. その他（

随契／

株式会社 宮崎情報処理センタつ／

平成年月日

平成22年 4月 1日／

平成23年 3月31日／

2 000 000 
〆

（事業概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA）の保守管理業務／

（システム概要）
県ホームページ情報掲載システム（ALAYA)/ 

調達内容 ｜…ホームページ作成の専門知識がなくても、ホームページのひな形を利用して、
ページを作成することができる。／／

（事業概要と調達｜ また、各課の担当者が作成したページを秘書広報課で集中管理することて、
システムの概要） Itームページ閲覧者に配慮した統一感のあるホームページを提供することができ

懸案事項等

（更新の場合は、
現システムの
課題を記述）

備考

※太線枠内を記入。必要により関係ぞ類を内？こと。



／ 

業務委託契約ち／

旬／という 0）と株式会ぽ♀崎情報処苧シタど（以下「乙j という。）

とは、県ホームページ情報掲載システム保守管理業務の委員俳ついて、次のとおり契約を締
77  

結するo ~. 

（目的）

第1条 甲は、県ホームページ情報掲載システム保守管理業務（以下 f委託業務Jという。）

を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。

（委託期伺）

第2条委託業務の委託期間（以下「委託期間j と門。）は、平成21 年4)6·~から平成
22年 1月31日まもどする。

（委託汽〆

P 第3条委託業務の委誇料（以下 f’託料！という.P）は、次のとおりとする。7・・ / 1・. 'l 
（ 委託料 / ~金 l ，〆 586, oo6Pr穴月額金 15~ ， 601!匂〆

消費税及び地方泊費税 金79, .. 3 0 0円J月額 金7, 9301尚）／

合 計／ 金 1/665イ30 O!f!]メ冗額金 166, 530.fH)/' 

（契約保ー金） ／ 

第4条契約保証金紅、免除する。

（委託業務の内容）

第5条委託業務の内容は、次のとおりとする。

（委託業務の処理方法）

第6条 乙は、委託業務を甲の指示に従って処理しなければならない。

（再委託の禁戸／ JI' 

第7条 乙は、委託業務を第三者に再戸しではならない／

...... （権利の譲渡等の禁止） ． c・ 第8条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせては

ならない。

（実地調査等）

第9条 甲は、必要があると認、めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要

な事項について報告を求め、文は実地に調査することができる。

（成果報告書の提出）

第10条 乙は、 1月分の委託業務の成果に関する報告書（以下「成果報告書j という。）を

翌月の 5日までに甲に提出しなければならない。

三 甲は、成果報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通

知するものとする0 ・ I I ~ ：~’誕不.:. 
3 乙は、前項の規定時制繍持駒混知があったときは、甲の指定する期間内にその

指示に従いζれを檎正じ鵠け幻滅？事お会；lt>"p.前 2項の規定は、この規定による補正につい

て準用する。 ・_-;t 

4 第2項（前項後段において準用する場合を含む。）の検査及び前項前段の補正に要する費

用は、乙の負担とする。



（委託料の請求及び支払）

第 1・ 1条 乙は、甲から前条第2項（同条第3項後段において準用する場合を含む。）の規定

．による合格の旨の通知があったときは、当月分の委託料の支払請求書を甲に提出するもの

とする0

~ 2 ： 甲は～－前項の規定によ．る支払請求書の提出があうたときは、その日から起算じて 30日噌

以内に乙に委託料を支払うものとする。 ／’ 

（契約の解除）

第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。

( 1) 乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。

(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。

2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責

めを負わないものとする。

,.. （損害賠償）

第 13条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その O
損害を賠償しなければならない。

2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけれ

ばならないo , 

（秘密の保捗ゲ

第 14条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第 15条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。

（協議）

第 16条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、甲乙協議の上、定めるものとする。

~ この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有す（

るものとする。

／／ 
平成21年 4月 /1'日

甲

乙

宮崎／県

宮崎県知事 ．東国原 J 英
〈’／

~ 
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業務

‘
 

．，
 

、．
 

． 
’ ． 

乙穿
( 1）システムの機能追加プログラム及びセ布ュリティ対策用プログラムの適用作業

(2）システムの障害発生時に、県民政策部秘書広報課又は宮崎中央データセンターへ

2時間以内での早急な復旧並びに3日は内での原因の調査及び分析

(3）システム管理に関する相談への対応及び技術的サポート

(4）職員に対するシステム研修時のサポ｝

(5）その他、甲乙協議の上、必要と認めら対る事項



22170-1785 

平成22年2月15日

各所属長殿

情報政策課長

I T調達協議書の提出について（依頼）
級殺え

I T調達の適正化については、これまで「 IT調達の標準化の本運用について（平成

19年3月29日付け 22470-1479)J に基づき、運用してきたところですが、依然として

徹底が図られていない事案が散見されます。

このため、平成22年度から運用の徹底を図ることとしているところでありますが、

当面、平成22年度第 1四半期に調達を予定している事業については、下記のとおり、

I T調達協議書を提出していただくようお願いします。,.. 
ロい－一＝ロ

1 提出期限

原則として予算執行伺起案の 60日前／

2 対象範囲

情報システムの構築、改修及び運用・保守、情報関連機器の導入に係る経費

で次に掲げるもの（通年ベース）

(1）委託料

(2）使用料及び賃借料

(3）工事請負費

く立竺円以土ノ／／

8 0万円以上

2 5 0万円以上

r (4）備品購入費 1 6 0万円以上

(5）その他 IT調達に係る費用（役務費等） 1 0 0万円以上 <D,,j ワ
J l:-t1ヨト , 

3 留意事項 ／寸引
(1）調達の初年度に協議し、その後、内容に変更がないものについぜは対象外／／

(2）調達の初年度に協議したものであっても、内容に大幅な変更（当初契約の

3割以上、または 10 0 0万円以上）があるものは要提出

(3）調達の初年度に協議していないものは要提出
／ 

，／  

IT調達支援担当

岡崎，井上（内線：2294,2298) 



IT調達協議書
提出日 ｜ 平成 年 月 日

年度 ｜事業名｜

主管課・室 担当者 ｜ 内線

新規 or更新 1 .新規 2. 更新

1 .入札 2. 入札（WTO) 3. 企画提案競争（コンペ） 4. 随契
調達方法（予定） 5. その他（

契約の相手方
（随契の場合）

公告予定日 平成 年 月 日

契約予定日 平成 年 月 日

事業完了予定日 平成 年 月 日

予算額,. 

調達内容

（事業概要と調達
システムの概要）

,.... 懸案事項等

（更新の場合は、
現システムの
課題を記述）

｛蔚 考

※太線枠内を記入。必要により関係書類を添付すること。


